
地球温暖化対策計画について 

 地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が地球温暖化対策法に基づいて
策定する、我が国唯一の地球温暖化に関する総合計画 

 温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者、国民等が講ずべき措置に関する基本的事
項、目標達成のために国、地方公共団体が講ずべき施策等について記載 

○策定に当たって踏まえるべき背景 

地球温暖化の科学的知見 2020年以降の国際枠組みの構築に向けた 
対応と貢献案（「日本の約束草案」）の提出 

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）に
よる第五次評価報告書（ＡＲ５） 「日本の約束草案」 

パリ協定 

○気候システムの温暖化には疑う余地がなく、また
1950年代以降、観測された変化の多くは数十年か
ら数千年間にわたり前例のないものである。 

○工業化以前と比べて温暖化を２℃未満に抑制する
可能性が高い緩和経路は複数ある。21世紀にわ

たって２℃未満に維持できる可能性が高いシナリ
オでは、世界全体の人為起源の温室効果ガス排
出量が2050年までに2010年と比べて40から70％
削減され、2100年には排出水準がほぼゼロ又はそ
れ以下になるという特徴がある。 

○2030年度の削減目標を、2013年度比で26.0％減
（2005年度比で25.4％減）。 

○主要排出国を含む全ての国が貢献を５年ごとに提
出・更新すること 

○世界共通の長期目標として２℃目標の設定、1.5℃
に抑える努力を追求すること 
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地球温暖化対策計画の全体構成 

＜第４章 進捗管理方法等＞ 

＜はじめに＞ 
 ○地球温暖化の科学的知見 
 ○京都議定書第一約束期間の取組、2020年までの取組 

＜第１章 地球温暖化対策推進の基本的方向＞ 

＜第２章 温室効果ガス削減目標＞ 

＜第３章 目標達成のための対策・施策＞ 

＜別表（個々の対策に係る目標）＞ 

■目指すべき方向 
 ①中期目標（2030年度26％減）の達成に向けた取組 
 ②長期的な目標（2050年80％減を目指す）を見据えた 
  戦略的取組 
 ③世界の温室効果ガスの削減に向けた取組 

■基本的考え方 
 ①環境・経済・社会の統合的向上 
 ②「日本の約束草案」に掲げられた対策の着実な実行 
 ③パリ協定への対応 
 ④研究開発の強化、優れた技術による世界の削減への貢献 
 ⑤全ての主体の意識の改革、行動の喚起、連携の強化 
 ⑥ＰＤＣＡの重視 

■我が国の温室効果ガス削減目標 
・2030年度に2013年度比で26％減（2005年度比25.4%減） 
・2020年度においては2005年度比3.8％減以上 

■計画期間 
・閣議決定の日から2030年度まで 

 
 ○2020年以降の国際枠組みの構築、自国が決定する 
  貢献案の提出 
  

■国、地方公共団体、事業者及び国民の基本的役割 
■地球温暖化対策・施策 
 ○エネルギー起源ＣＯ２対策 
  ・部門別（産業・民生・運輸・エネ転）の対策 
 ○非エネルギー起源ＣＯ２、メタン、一酸化二窒素対策 
 ○代替フロン等４ガス対策 
 ○温室効果ガス吸収源対策 
 ○横断的施策 
 ○基盤的施策 
■公的機関における取組 
■地方公共団体が講ずべき措置等に関する基本的事項 
■特に排出量の多い事業者に期待される事項 
■国民運動の展開 
■海外での削減の推進と国際連携の確保、国際協力の推進 
 ・パリ協定に関する対応 
 ・我が国の貢献による海外における削減 
  －二国間クレジット制度（ＪＣＭ） 
  －産業界による取組 
  －森林減少・劣化に由来する排出の削減への支援 
 ・世界各国及び国際機関との協調的施策 
 

■地球温暖化対策計画の進捗管理 
・毎年進捗点検、少なくとも３年ごとに計画見直しを検討 

■エネルギー起源ＣＯ２ 

■非エネルギー起源ＣＯ２ 

■メタン・一酸化二窒素 

■代替フロン等４ガス 
■温室効果ガス吸収源 
■横断的施策 2 



地球温暖化対策計画 税制のグリーン化関係抜粋 

( f) 税制のグリーン化に向けた対応及び地球温暖化対策税の有効活用  

 環境関連税制等のグリーン化については、低炭素化の促進をはじめとする地球温暖化

対策のための重要な施策である。このため、環境関連税制等の環境効果等について、諸

外国の状況を含め、総合的・体系的に調査・分析を行うなど、地球温暖化対策に取り組む。  

 平成24年10月から施行されている地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例

の税収を活用して、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン

化・効率化などのエネルギー起源二酸化炭素排出抑制の諸施策を着実に実施していく。  
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